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食品健康被害事件の際におこる報道機関や消費者における不明確なリスクや不可視なリスク
に対する過剰な反応の発生メカニズムを把握する。
近年発生した食品由来の健康危機について，新聞記事を収集し，定量分析を行った。また，

収集した新聞記事の中で， 事件（2001年）については，この事件が原因と推定した自殺
者の数もカウントした。
食品由来の健康危機事件の中で， 事件では，記事数・文字数ともに大きく減少するこ

となく報道が継続された。事件が社会問題化したことにより，関連産業の売上減少等が発生し，
複数名の関係者が自殺する事態に至った。鳥インフルエンザ（山口県）においても，毎日の報
道記事数が数十件に達するなど，報道の持続性がみられた。一方で，消費者の本来のリスクを
上回るような反応が懸念されたが，顕在化しなかった６事例では，リスクを報道する記事が毎
日掲載されることはなく，１日平均記事件数も数件程度に止まった。また，これらの事例の新
聞記事の掲載頻度は，日数を経るごとに件数・文字数ともに減少し， 事件等で観察され
た「報道の持続性」を確認できなかった。鳥インフルエンザは，2004年以降，毎年大規模な感
染が発生したが，2004年の事件では，多数の記事が毎日掲載された。他方，翌年以降の事例で
は，発生後約１週間を境に新聞記事数が漸減した。
食品由来の健康危機に直面した消費者，報道機関において，本来のリスクを上回る反応が発

生している状況が確認できた。筆者らは，このような一般消費者の，客観的なリスク水準（被
害の発生確率）に拠らない過剰な反応を「ゴースト効果」と名付けた。消費者は，平常時であ
れば，健康危機の不安を報じる記事に接触しても冷静に対応できるものの，危機発生時には
「幽霊」が発生し，消費行動を変える可能性が高まる。したがって，危機発生時には，不安報
道が増えないことが望まれるが，このためには，食品リスクについて，「原因が未解明である」
「新規性が高い」など報道機関のリスクを上回る反応を誘発するリスク特性への適合状況を確
認し，「幽霊」の発生可能性の高さを早期に見極め，対策を検討する必要がある。

健康危機，リスクコミュニケーション，報道情報，リスク分析

Ⅰ

健康被害に関するリスクコミュニケーション
は極めて重要であるが，これがうまくいかない
事も多く，時には社会的なパニックに陥りがち

である。その結果として，本来予測される被害
を遥かに上回る副次的な被害が出ることが多い。
例えば，国内で2001年に発生した 事件で
は，国内伝播による （変異型クロイツ
フェルト・ヤコブ病）の発症がないにも関わら
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ず，発生から１年間に酪農家，食品加工業，公
務員などの関係者が事件を理由に自殺した。
2004年に発生した鳥インフルエンザでも，日本
国内においては鳥インフルエンザの感染による
死者は報告されていないが，鳥インフルエンザ
事件に関係した自殺者は発生している。これは，
科学的・客観的なリスク水準に見合わない消費
者の過剰な反応（以下，過剰反応）が起こり，
甚大な被害が発生しているケースと考えられる。
中でも，健康危機発生時に，報道情報が一般国
民の消費行動に与える影響は多大である。リス
ク事象に関する情報は，科学者・利益団体・政
府機関などの情報源から，メディア・利益団
体・オピニオンリーダー等の伝達者を経て，市
民に受け取られ，フィードバックを得る過程を
経る中で，リスクの社会的意味や認識が増幅さ
れたり減衰したりすることが明らかになってい
る1)。欧州では， 感染牛の増加，ダイオキ
シンに汚染された飼料の流通により，食肉の安
全性を不安視する報道が増加したことに伴い，
食肉の消費が低下したことが報告されてい
る2)3）。このような経験を契機に，欧米では，
食品由来の健康被害のリスクと対策について，
リスクコミュニケーションの重要性が認識され，
リスク分析の手法が確立されてきた4)5)。しか
し，日本では2001年に発生した 事件，
2004年に発生した鳥インフルエンザ事件等では，
マスメディアを介して消費者の間に不安が拡
がった。
本研究は，食品健康被害事件の際におこる不

明確なリスクや不可視なリスクへの過剰な社会
反応の発生メカニズムを把握するために，過去
に起きた健康危機に関する報道情報を定量的に
比較し，リスクへの過剰反応とその背景を分析
することで社会的なパニックの軽減を目指すも
のである。

Ⅱ

ここでは，近年発生した食品健康被害事件の

うち社会問題化した事件と，健康被害を及ぼす
可能性があり消費者等の過剰反応が懸念された
にも関わらず顕在化しなかった事例に関する新
聞記事を収集し，定量分析を行った。また，

事件については，この事件が原因と推定
される自殺者数も集計した。

BSE 6)

2001年９月10日に国内で初めて の発生
が１頭確認された。この牛は，千葉県内で８月
６日に屠殺された乳牛で，屠蓄検査の結果，全
部廃棄となった。2001年10月18日の 検査
開始以降， と診断された牛は36頭にのぼ
るが（2009年７月23日現在），当該牛に由来す
るものはすべて焼却処分されている。なお，

に感染した牛肉を食べたことによる
感染によって，死亡した日本人は１名いるが，
英国滞在中の暴露による感染であり，本事件と
は関係していないとされている7)。

8)

2004年１～３月にかけ，山口県下の採卵鶏農
場，大分県下の愛玩用チャボ飼養者宅，京都府
下の採卵鶏農場および肉用鶏飼養農場で，高病
原性鳥インフルエンザの発生が４例あった。原
因ウイルスはＨ５Ｎ１亜型の強毒タイプで，感
染鶏は急性経過で次々と死亡する典型的な高病
原性鳥インフルエンザであった。国内では，
1925年以来，79年ぶりの高病原性鳥インフルエ
ンザの発生であった。防疫対応として，家畜伝
染病予防法および「高病原性鳥インフルエンザ
防疫マニュアル」（2003年９月17日付衛生管理
課長通知）に沿って，発生農場の飼養鶏全羽の
殺処分，消毒，周辺農場における移動の制限，
疫学調査の実施等必要な措置が講じられた結果，
周辺農場へのまん延防止が図られ，４例の発生
に止まった。

9)

10)

2005年６月26日，茨城県下でインフルエンザ
ウイルスが分離され，同年12月25日までに抗体
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月間販売部数1)

合計
読売
朝日
毎日
日経
産経

注 1) 国内の販売店，駅の店舗等で販売された部数
2) 全国・朝刊，2008年７月～12月平均14)

BSE BSE
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陽性農場を含めて41例（うち茨城県40例，埼玉
県１例）の感染が確認された。感染が確認され
た農場および周辺農場には，管轄の家畜保健衛
生所が立入検査を行い，臨床症状の確認等を
行ったが，発生農場における臨床的異常は確認
されなかった。
2007年１月13日，Ｈ５Ｎ１ウイルスによる高

病原性鳥インフルエンザが宮崎県下で発生した。
その後の２週間に宮崎県内でさらに２例および
岡山県内で１例の合計４例の発生が確認された。
国内４農場の発生事例においてはいずれも現場
における早期発見，早期報告がなされ，それに
続く殺処分，埋・焼却の迅速な防疫対応も功を
奏し，流行規模は最小限に抑えられ，続発も確
認されなかった。

11)

1997年，香港で鶏由来のウイルス感染による
ヒトの新型インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ
１）感染，死亡者が認められ，日本への本病の
侵入が懸念されたため，平成９年度科学技術振
興調整費により実施した「新型インフルエンザ
の疫学に関する緊急研究」において，農林水産
省家畜衛生試験場発病機構研究室は，厚生省国
立感染症研究所の協力により，鳥類を対象に本
病の調査を行った。全国を対象に行った鶏群で
の抗体およびウイルス分離調査並びに愛玩鳥で
のウイルス分離調査結果は全例陰性と判定され，

香港で発生したＨ５Ｎ１インフルエンザウイル
スの日本への侵入は認められなかった。

12)

2003年６月３日，厚生労働省の薬事・食品衛
生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品・毒性合
同部会は，魚介類に含まれるメチル水銀に関す
る安全確保について，水銀濃度が高いサメ，メ
カジキ，キンメダイ，クジラ類の一部を中心に，
妊婦等を対象とした摂食に関する注意事項を公
表した。

13)

2002年４月にスウェーデン政府は，ストック
ホルム大学と共同で行った研究の結果，ジャガ
イモのようなデンプンなどの炭水化物を多く含
む食材を高温で加熱した食品に，遺伝毒性およ
び発がん性が懸念される化学物質である「アク
リルアミド」が生成されることを発表した。な
お，事件に係る報道情報は，５大紙（朝日，読
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（2001年）

鳥インフルエンザ（人への集団感染含む）
メチル水銀
（2003）

アクリル
アミド
（2002）山口

（2004）
茨城
（2005）

宮崎
（2007）

香港
（1997）

記事件数［件］
文字数［文字］
掲載日数［日］1)

注 1) 新聞休刊日を除く
2) 公表より１カ月（31日間）以内である。
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売，毎日，産経，日経）の東京版の記事より収
集した。各紙朝刊の全国における月間平均販売
部数（2008年７～12月）は， のとおりであ
る。

Ⅲ

社会問題化した食品由来の健康危機のうち，
事件では，農水省が 感染牛の処理方

法について誤発表した直後に，報道量が一時的
に増加した。その後，反動で減少したものの，
記事数・文字数ともに減少することなく，報道
が継続された。そして，東京都による「スク
リーニング検査での偽陽性牛の発見」の公表を
契機に報道量が急激に増加した。しかし，現実
には，マスメディアが報道した による直
接的な被害（国内での 感染牛摂食による

の発症）が全く発生しなかった。代わり
に，事件が社会問題化したことにより，関連産
業の売上減少等が発生し，複数の関係者が自殺

する事態に至った。また，鳥インフルエンザ
（山口県）においても， 事件のような，
国内で報道すべき大きな出来事が発生しなかっ
たにも関わらず，日々の報道記事数が数十件に
達するなど，報道の持続性が見られた 。

消費者の本来のリスクを上回るような反応が
懸念されたが，顕在化しなかった６事例（以下，
本来のリスクを上回る社会反応を回避した事
例）について，公的機関による食品リスク公表
から１カ月間に報道された記事件数，文字数，
掲載日数を集計し，比較した 。この結
果， 事件，山口県で発生した鳥インフル
エンザ事件では，発生後に記事が毎日掲載され，
その件数は１日平均20件を超えていたのに対し，
本来のリスクを上回る社会反応を回避した事例
では，記事が毎日掲載されることはなく，１日
平均記事件数も数件に止まった。特に，アクリ
ルアミドについては，公的機関による公表直後

に報道されたのみである 。
また，これらの事例の新聞記事の
掲載頻度は，日数を経るごとに件
数・文字数ともに減少し，
事件等で観察された報道の持続性
を確認できなかった 。鳥
インフルエンザは，2004年以降，
毎年大規模な感染が発生したが，
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BSE

■ 事件（2001年）では，
実害（ ）が未発生に
もかかわらず，事件を理由
とした自殺者が発生
【事件が原因ではないかと報
道された自殺者数（事件発生
から１年間）】

区分 人数
酪農家
食品加工関係
公務員(検査獣医師)
合計

資料 2001年食品安全委員会研究報告書
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2005年以降の事例で
は，発生後約１週間
を境に新聞記事数が
漸減した。この背景
には，リスクの新規
性の低下があると推
察される。

Ⅳ

食品由来の健康危
機に直面した消費者，
報道機関において，本来のリスクを上回る反応
が，新聞記事の文字数の分析から確認できた。
近年発生した食品に起因する健康被害リスク

では，その被害発生メカニズムの未知性や，被
害時の様態の悲惨さから，「科学的・客観的な
リスク水準」に見合わない消費者の過剰反応や，
それによる甚大な被害が発生しているケースが
多々見られる。近年，発生した鳥インフルエン
ザをみると，79年ぶりに発生した山口県のケー
スでは，連日大量の記事が報じられたのに対し，
その後に発生した茨城県，宮崎県のケースでは，
全く異なった傾向を示しており，半月程度を経
過すると関連報道がわずかになる。後者の２つ
のケースでは，山口県のケースを教訓とした十
全な対策が講じられたことも背景にあるが，山
口県のケースは，出来事の新規性や未知性が，
社会全体においてリスクを上回る過剰反応を促
進する可能性を示唆している。例えば2001年に
国内で発生した 事件では，リスクが顕在
化していない（国内での感染牛の摂食により

を発症した消費者が未発生である）にも
関わらず，発生から１年間に酪農家，食品加工
業，公務員等多くの関係者が事件を理由に自殺
した。
これら自殺者の発生は，消費者の過剰な買い

控えや，事件の社会問題化等が波及的に影響し
たと推察される。このような事態からも，「被
害発生について未知の部分が大きい」「被害様
態の悲惨である」等の特性を有するリスクにつ
いては，その科学的・客観的なリスクに起因す

る被害よりも，それに対する過剰反応によって
もたらされる被害，すなわち風評被害の方が大
きいケースの存在が推察される。また，このよ
うな事態は，社会全体に健康被害をもたらす可
能性を持つリスク全般において生起し得る。例
えば，内分泌かく乱物質，ダイオキシン類など
では，既に過剰反応が起こっている可能性も危
惧されるが，これまで十分な検証がなされてい
ない。
この方法を，上記 以外の健康被害リス

クに適用することにより，どのようなリスクに
ついても，過剰反応の有無とその大きさを把握
できる手法が提示できた意味は大きい。この研
究を発展させることにより，今後どのような事
例で過剰反応が生起しそうかを事前に予測でき
るようになり，さらに，前もって過剰反応を防
ぐことが可能となり，社会的なパニックを減ら
せるものと考える。
筆者らは，上記のような一般消費者の，客観
的なリスク水準（被害の発生確率）に拠らない
過剰な反応を，幽霊が怖いと思いながら見れば，
柳の下に幽霊が本当にいるかのように見えてし
まう，というのとよく似た現象であることから，
「ゴースト効果」と名付けている。ゴースト効
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果は，健康問題全体において，実際のリスクと
認知されているリスクの大きさに乖離がある状
態を示す 。食品におけるフードファ
ディズム（ ）のようなリスクの
過大評価や，逆にアスベストや出産時の事故の
問題のように，本来高いリスクを低いと認識し
ていて，そのリスクが顕在化したときにリスク
の大きさが再評価され，社会問題化するような
場合がある。
筆者らは，報道量が本来のリスクを上回る反

応をした事件と，そのような反応を回避した事
例について，報道機関の関係者にインタビュー
を行い，その特性を検討した。この結果，消費
者・報道機関が本来のリスクを上回るような反
応をした事件は，①原因が未解明である，②新
規性が高い，③身近に存在する，④致死率が高
い，⑤短期に被害が発現する，⑥発生時の被害
規模が大きい，⑦発生確率が高い，⑧自己防御
が不可能である，⑨対処方法が無いといった特
性を有することが判明した。これらの特性が，
報道機関等の本来のリスクを上回るような反応
を誘発する「幽霊効果」が発生する要因となっ
ていると推察した。

Ⅴ

健康危機発生時にはリスクへの過剰反応であ
る「幽霊」が発生し，消費行動を変える可能性
が高まることがある。このため，健康や食品の
リスクについて，「原因が未解明である」「新規
性が高い」など報道機関のリスクを上回る反応
を誘発するリスク特性への適合状況を確認し，
「幽霊」の発生可能性の高さを早期に見極め，
対策を検討する必要がある。

なお，本研究は平成17～19年度食品健康影響
評価技術研究「食品災禍時のリスク・コミュニ
ケーションの実態調査（風評被害を含む）及び
災禍の性格分類」，平成20年度食品健康影響評
価技術研究「食品健康被害に伴う社会的過剰反
応の確認，予測手法の確立とこれを最小限に抑

えるためのリスクコミュニケーション手法の確
立」，平成20年度厚生労働科学研究費補助金
「対象別の適切な食品安全教材と食品安全ナビ
ゲイター人材養成プログラムの開発に関する研
究」の一部である。
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